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1   勤労者総合生活指標の概要

勤労者生活の実態を総合的に把握し、「生活大国」実現に向けての勤労者生活向上のための対応の判断
資料として活用するため、勤労者総合生活指標を試算した。

これは、勤労者生活の各領域の改善度を表す5本の指数から成る。それぞれの指数は、各領域の実態を的
確に表すと考えられる統計資料をいくつか選択し、それらを統合化することによって作成した(採用統計
資料34種類、採用統計については第3表参照)。さらに、これらの各領域の指数を統合化した総合指数を
作成した。

作成に当たっては、勤労者生活を次の5つの領域(大カテゴリー)に分けた。

I 雇用の確保・安定 

II 所得・家計・消費 

III 労働環境 

IV 能力開発 

V 資産・住宅 

なお、統合化に当たっては、各指標の変動を標準化しており、変動幅の絶対水準には意味はないことに
注意されたい。採用した統計資料には年ごとの変動が大きいものやそうでないものが混じつているの
で、これを単純に平均すると、全体の指数の動きが、変動の大きい統計に引つ張られてしまう危険があ
る。そこで、こうした影響を取り除くため、採用した全ての統計資料についてそれぞれの前年比が平均
2%となるように標準化したうえで統合化した。この2%という数値に特に意味はない。したがって、今
回試算した指数は、時系列的にみて伸びているか下がつているか、あるいは、以前と比べて伸びが高
まったかどうかをみるものであり、例えば、GNPの伸びとどちらが大きいかといったような絶対水準の
比較に用いるのは適切でない。(試算方法については、3試算方法を参照)
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2   試算結果

指標を試算した結果、次のような特徴がみられる。

(1)総合指数は、今回の指標の作成開始時である昭和51年から一貫して上昇しており、全体としては勤労者生活が向
上してきていることを示している(第1図、第1表)。 

(2)今回の景気拡大期以降に1人当たりGNPの伸び率が概して高まっている(経済成長率が高まっている)が、総合指数
の変化率(勤労者生活の改善度)の方にはそれに見合うほどの高まりがみられない(第2図、第2表)。つまり、1人当た
りGNPの伸びの高まりは、必ずしも勤労者生活の向上のテンポを速めることを意味しない。 

(3)また、1人当たりGNPの伸び率と総合指数の変化率の動きを比べてみると、1人当たりGNPの伸び率が高いときに
必ずしも総合指数の変化率が大きいとは限らない(第2図、第2表)。これには、次のような要因が考えられる。 

1)一般的に、景気の動向が雇用の動向や勤労者所得に波及するまでに時間的なずれがあること。 

2)例えば昭和59年にみられるように、1人当たりGNP伸び率が上昇しても残業時間や労働災害の増加のため総合指数
の変化率が小さくなる場合があること。 

3)例えば、昭和62年や平成2年にみられるように、住宅取得価格の上昇のために総合指数の変化率が小さくなる場合
があること。 

(4)昭和60年を基準とした改善度を各領域ごとにみると、ここ数年の労働時間短縮の動きを反映し、労働環境の改善
が大きいが、他方、首都圏を中心とした住宅取得の困難化を反映し、資産・住宅の領域の改善が相対的に遅れてい
る(第3図、第4図、第1表)。 

第1図 総合指数の推移
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第1表 各領域別指数の推移

第2図 総合指数の変化率及び1人当たりGNP伸び率の推移
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第2表 1人当たりGNPの伸び率と勤労者総合生活指標(総合指数)の変化率
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3   試算方法
[作成手順]

指標の作成方法としてはC.I.(コンポジット・インデックス)方式を用いる。

その前段階として、勤労者生活を5つの大カテゴリー(I、II…)に分割して、その下により具体的な小カテ
ゴリーを設けた。それぞれの小カテゴリーごとにそのカテゴリーの標題をよく説明し、価値基準が比較
的明確な系列を選択して(1～5系列程度)、各系列を標準化する。標準化に当たっては、まず各系列(it,)ご
とに月々の対称変化率(Cit)を次式に基づき計算する(すでに変化率で表されている系列等については差を
とる。)。その際、値が小さくなるほど勤労者生活が改善したとみることができる系列については、その
方向をそろえるため、マイナスをかける。

第3図 各領域別の改善度
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(値が大きくなるほど勤労者生活が改善したとみなす系列)

数式

第4図 各領域ごとの指数

(値が小さくなるほど勤労者生活が改善したとみなす系列)

数式

続いて、個々の変化率の系列をそれら変化率の長期的な(昭和50年以降のデータを用いることとする。欠
損値がある場合については後述。)絶対値の平均(Ai)で除し、標準化する。これにより、全ての系列が同
じ基準に直され、変化の激しい系列が指数を左右することを防ぐことができる。
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数式

(Nは年数、Aiを個別系列の標準化因子、Sitを標準化変化率と呼ぶ。)

次に、各系列の標準化変化率を、適当なウェイトをつけて加重平均する(経済企画庁やOECDのCI及び経
済企画庁のNSI(国民生活指標)ではウェイトづけを行っていない。今回の勤労者総合生活指標のウェイト
については、明らかに内容的に重複する系列を採用する場合にのみ当該系列のウェイトが過剰にならな
いよう工夫した。)。なお、次式で冒頭に2を乗じているのは、標準化変化率の変動幅がプラスマイナス
2%の範囲で動くようにするためのものである。

数式

この指数(It)を小カテゴリーごとの指数とする。

同様に、1つの大カテゴリーに属するそれぞれの小カテゴリーごとの指数の平均変化率を再びその長期的
な絶対値の平均で除して標準化し、この標準化した小カテゴリーごとの指数を単純平均した上で、基準
年(昭和60年)を100とした指数に変換したものを、当該大カテゴリーの指数とする。

同様の手順で、大カテゴリーごとの平均変化率を再び標準化し、その単純平均を指数化したものを総合
指数とする。
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3   試算方法
[欠損値の扱い]

以上の計算は昭和50年から毎年のデータが揃うことを前提としているが、系列によっては数年に1度しか
発表されないことや古い数値がないことなどにより欠損値がある場合がある。その補正については、中
間値の欠損の場合は直線補正を行う。50年まで遡れない系列については補外を行わない。

直近の発表後の欠損年の補外については、中間補正後の直近5年間の変化率の平均をもって補外延長し
た。

第3表 各領域で採用した系列
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